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三井住友建設株式会社
建設キャリアアップシステム普及推進WG

事務局︓安全環境⽣産管理本部

（代⾏登録）



建設キャリアアップシステム概要
①建設業を取り巻く環境
・建設技能労働者
60歳以上の技能者は全体の約4分の１、10年後にはその⼤半が引退。
29歳以下の割合は全体の約10%程度。若年⼊職者の確保・育成が喫緊の課題。

・新規学卒者の建設業への⼊職者
近年は建設業への⼊職割合は全産業における⼊職者の 5％台で推移。

・賃⾦
建設業⽣産男性労働者賃⾦は製造業男性⽣産労働者賃⾦に⽐べて低い。
賃⾦のピークが製造業で50〜54歳であるが、建設業は45〜49歳でピークが早く到来する。
⇒現場の管理、後進の指導等のスキルが評価されていない可能性。

・建設業における離職状況
建設業の離職率は他産業に⽐べて⾼く、特に1年⽬の離職率が⾼い。

・若⼿の技能労働者が定着しない理由
労働に対し、賃⾦が低い。休みが取りづらい。将来のキャリアアップの道筋が描けない。
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建設キャリアアップシステム概要
②キャリアアップシステムの構築
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建設キャリアアップシステム概要

③建設キャリアアップシステムメリット
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概要 建設キャリアアップシステム
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◆三井住友建設(株)のCCUS普及推進⽬標について
1．⼀次協⼒会社について、事業者登録・技能者登録を2023年3⽉末までに100％完了とする。
2．⼆次以下の協⼒会社について、事業者登録及び技能者登録を2023年3⽉末までに80％、2024年3⽉末までに100％完了とする。
3．作業所におけるカードタッチ率を2023年3⽉末までに80%以上とする。

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉

CCUS登録率
⼀次協⼒会社

⼆次以下協⼒会社

CCUSカードリーダー
タッチ率⽬標

⽇建連
CCUS推進本部15社

登録率⽬標

2023年度2022年度

2022年3⽉1⽇

⼀次協⼒会社の事業者登録・技能者登録 100%

⼆次以下協⼒会社の事業者登録・技能者登録 80%以上 ⼆次以下協⼒会社の事業者登録・技能者登録 100%

作業所タッチ率 60%以上 作業所タッチ率 80%以上 作業所タッチ率 100%
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事業者登録率

技能者登録率

官⺠施策パッケージに
おけるCCUS完全実施

100%
－CCUS普及の新⽬標ー
2021年3⽉19⽇

⽇建連 CCUS推進本部

⽇建連 新⽬標の考え⽅
官⺠施策パッケージには
「2023年度からのあらゆる⼯事でのCCUS
完全実施」とあるが、詳細な時期は⽰されていな
いため、⽇建連では、技能者登録率・
事業者登録率は次年度の2024年度に
100%を⽬指し、各年度の⽬標数値を設定。
(推進本部15社は1年前倒しの2023年度に
100％を⽬指し、各年度の⽬標数値を設定）



建設キャリアアップシステム

代⾏申請 9

代⾏申請

Ⅰ．事前準備

Ⅱ．登録申請

Ⅲ．登録後の処置



建設キャリアアップシステム

概要︓代⾏申請とは 10

Ⅰ．事前準備



建設キャリアアップシステム

11概要︓代⾏登録担当者とは

Ⅰ．事前準備



建設キャリアアップシステム

12代⾏登録担当者 Q&Ａ

Ⅰ．事前準備

Ｑ．1つの事業者IDで複数の⼈が⼿分けして同時に申請登録することは
可能ですか。

Ａ．1つの事業者IDで同時にログインすることはできません。

複数⼈で事業者、もしくは技能者の申請をされる場合は
代⾏登録担当者（無料）の管理者IDを作成いただく
必要がございます。

※管理者IDには種類がございますので必ず「代⾏登録担当者」のIDを
作成されるようお願い致します。



建設キャリアアップシステム

概要︓代⾏申請の登録申請⽅法 13

Ⅰ．事前準備



建設キャリアアップシステム

14概要︓インターネット代⾏申請の流れ

Ⅰ．事前準備



建設キャリアアップシステム

15必要となる書類

Ⅰ．事前準備



建設キャリアアップシステム

16必要となる書類

Ⅰ．事前準備



建設キャリアアップシステム

17⼿引き及び登録申請書コード表のダウンロード⽅法

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

18インターネット代⾏申請における事前準備

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

19STEP1 同意書類の取得と記⼊、署名依頼

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

20STEP1 同意書類の取得と記⼊、署名依頼

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

21STEP1 同意書類の取得と記⼊、署名依頼

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

22代⾏申請同意書 Q&Ａ

Ⅰ．事前準備

Ｑ．代⾏申請同意書の所属事業者代表者の押印は社印でも問題ないか
Ａ．会社印もしくはご担当者印（代表者様印）を押印してください。

Ｑ．⼀⼈親⽅の場合、代⾏申請同意書の所属事業者欄は何を記⼊
すれば良いか

Ａ．ご⾃⾝を主たる所属事業者として申請される場合は
ご⾃⾝の営む⼀⼈親⽅としての情報をご記⼊してください。

Ｑ．代⾏申請同意書の所属事業者情報は、⽀店の名前でも良いか。
Ａ．問題ありません。

実際に所属している⽀店や、住所を⼊⼒してください。



建設キャリアアップシステム

23STEP1 同意書類の取得と記⼊、署名依頼

Ⅱ．登録申請

Ｑ．代⾏申請同意書の④代表者名は⽀店⻑の名前でも⼤丈夫ですか︖

Ａ．代⾏申請をする事業者の代表者名を記⼊してください。



建設キャリアアップシステム

24STEP1 同意書類の取得と記⼊、署名依頼

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム
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Ⅱ．登録申請

STEP1 同意書類の取得と記⼊、署名依頼



建設キャリアアップシステム
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Ⅱ．登録申請

STEP1 同意書類の取得と記⼊、署名依頼



建設キャリアアップシステム
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Ⅱ．登録申請

STEP1 同意書類の取得と記⼊、署名依頼



建設キャリアアップシステム
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Ⅱ．登録申請

STEP2 添付書類の電⼦化



建設キャリアアップシステム

29STEP3 インターネット代⾏申請における情報⼊⼒

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム
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Ⅱ．登録申請

STEP3 1件登録



建設キャリアアップシステム
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Ⅱ．登録申請

STEP3 1件登録



建設キャリアアップシステム

32

Ⅱ．登録申請

STEP3 1件登録



建設キャリアアップシステム
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Ⅱ．登録申請

STEP3 1件登録



建設キャリアアップシステム
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Ⅱ．登録申請

STEP3 1件登録



建設キャリアアップシステム
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Ⅱ．登録申請

STEP3 インターネット代⾏申請における情報⼊⼒



建設キャリアアップシステム

36STEP3-1 エクセルフォーマットの作成

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム
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Ⅱ．登録申請

STEP3-1 エクセルフォーマットの作成



建設キャリアアップシステム
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Ⅱ．登録申請

STEP3-1 エクセルフォーマットの作成



建設キャリアアップシステム

39

Ⅱ．登録申請

STEP3-1 エクセルフォーマットの作成



建設キャリアアップシステム

40

Ⅱ．登録申請

STEP3-1 エクセルフォーマットの作成



建設キャリアアップシステム
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Ⅱ．登録申請

STEP3-1 エクセルフォーマットの作成



建設キャリアアップシステム
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Ⅱ．登録申請

STEP3-1 エクセルフォーマットの作成



建設キャリアアップシステム
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Ⅱ．登録申請

STEP3-1 エクセルフォーマットの作成



建設キャリアアップシステム
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Ⅱ．登録申請

STEP3-1 エクセルフォーマットの作成



建設キャリアアップシステム

45

Ⅱ．登録申請

STEP3-1 エクセルフォーマットの作成



建設キャリアアップシステム
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Ⅱ．登録申請

STEP3-1 エクセルフォーマットの作成



建設キャリアアップシステム

47STEP3-1 エクセルフォーマットの作成

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

48STEP3-1 エクセル取込

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

49STEP3-1 エクセル取込

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

50STEP3 インターネット代⾏申請における情報⼊⼒

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

51STEP3-2 編集

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

52STEP3-2 編集

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

53STEP3-2 編集

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

54STEP3 インターネット代⾏申請における情報⼊⼒

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

55技能者登録料のお⽀払いについて

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

56STEP４ ⽀払⽅法

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

57STEP４ ⽀払⽅法

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

58STEP４ ⽀払⽅法

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

59STEP４ ⽀払⽅法

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

60STEP4 申請番号

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

61申請後の修正（不備の修正）

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

62代⾏申請登録後の措置 Q&Ａ

Ｑ．代⾏申請の場合、登録料の払込票（請求書）はどこに届きますか︖

Ａ．代⾏申請の場合、登録料の払込票（請求書）は以下に送付致します。

<技能者申請の場合>
・カード送付先住所に送付します。

<事業者申請の場合>
・登録責任者の住所に送付します。

Ｑ．代⾏申請をした場合、不備などの申請に関する連絡はどこに届きますか︖

Ａ．インターネット申請の場合
⇒代⾏申請時に使⽤したIDに登録されているメールアドレス宛に届きます。
認定登録機関申請の場合
⇒書類の不備等がございましたら代⾏申請同意書に記載の連絡先または
申請時にお伝えいただいた連絡先へお問合せを⾏う場合があります。

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

63

Ｑ．出向契約の技能者はどのように施⼯体制に登録すればよいですか︖

Ａ．出向契約の技能者を施⼯体制に登録する⽅法は
出向する技能者と出向先の事業者の関連付けを⾏う⽅法と
「所属と異なる事業者の元での就業要請」の⼿続きを⾏っていただく⽅法が
ございます。

今後も継続的に貴社の所属として就業する機会がある場合は、貴社と該当
技能者の関連付けを。
貴社の所属として就業するのが⼀度きりの場合は「所属と異なる事業者の元
での就業要請」のお⼿続きを⾏っていただくのがよろしいかと存じます。

出向技能者の施⼯体制登録 Q&Ａ

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

64出向技能者の施⼯体制登録 Q&Ａ

■関連付けを⾏う場合
事業者と技能者の関連付けにつきましては、技能者がご⾃⾝で⾏っていただく
⽅法と、所属事業者が代⾏していただく⽅法がございます。

技能者⾃⾝で⾏う場合
１）技能者IDで建設キャリアアップシステムにログイン
２）「350変更⇒10_変更申請」を選択
３）「所属事業者」の右側にある鉛筆マークを押下
４）事業者情報欄の右側にある「明細登録」を押下
５）表⽰された画⾯の上部にある「事業者選択」を押下
６）事業者IDなど検索条件を⼊⼒し、「検索」を押下
７）検索結果に表⽰された事業者を選択（⻘で表⽰）し、設定を押下
８）⾃動で表⽰されない必須事項を⼊⼒し、「設定」を押下
９）事業者IDが表⽰されている事を確認し「内容確認へ」を押下
10）変更した内容を確認し、問題なければ最下部の「申請」を押下

以上の操作後、「技能者情報変更申請の完了のお知らせ」が届きましたら
関連付けが完了いたします。

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

65出向技能者の施⼯体制登録 Q&Ａ

■事業者が代⾏する場合
この⽅法の場合、事前に技能者の同意を得る必要がございます。
事業者責任者ID、または代⾏登録担当者IDが⾏っていただけます。
同意を得られた後は、「710_代⾏申請⇒31_技能者の変更代⾏」
を選択し、「技能者⾃⾝で⾏う場合」と同様の操作で関連付けを
お願い致します。

■「所属と異なる事業者の元での就業要請」を⾏う場合
技能者が「所属と異なる事業者の元での就業要請」を⾏い、要請を受けた
事業者が承認を⾏うことで、事業者に所属していない他事業者の技能者を
施⼯体制にご登録いただくことが可能となります。

技能者での操作
１）技能者IDで建設キャリアアップシステムにログイン
２）「340_施⼯体制登録⇒20_所属と異なる事業者の元での就業要請」を選択
３）検索条件を⼊⼒して「検索」を押下
４）該当の事業者情報が表⽰されたら「⾏選択」のラジオボタンにチェックを⼊れ、

「要請」を押下

Ⅱ．登録申請



建設キャリアアップシステム

66出向技能者の施⼯体制登録 Q&Ａ

５）確認のポップアップが表⽰されたら「はい」を押下

技能者における操作は完了となり、続いて要請を受けた事業者での承認が必要と
なります。
技能者から要請が送られると、要請を受けた事業者宛に「他事業者要請登録の
お知らせ」のメールとポータルへの通知が届きます。
承認の⼿続きは下記の通りとなります。

事業者での操作
１）事業者IDまたは階層管理者IDでログイン
２）「620_施⼯体制登録⇒40_承認要請リスト」を選択
３）「所属事業者以外の施⼯体制登録の合意」の要請が届いているのを確認し、

「確認」を押下
４）要請内容の詳細がポップアップで表⽰されるので「承認」または「否認」を押下
（承認・否認を⾏うと、要請を⾏った技能者宛に通知が届きます。）

以上で操作は完了となり、技能者を施⼯体制に登録することが可能となります。
但し、この⼿続きによる事業者への所属は永続的ではなく、施⼯体制への登録を⾏う
度に、⼿続きが必要となりますのでご注意下さい。

Ⅱ．登録申請
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67（参考）現場配置技術者

Ⅱ．登録申請
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68（参考）現場配置技術者

Ⅱ．登録申請

※主任技術者と監理技術者は、⼯事を請け負った企業との間で直接的かつ恒常的な
雇⽤関係にあることが必要。

⼊札申込⽇以前に3ヶ⽉以上の雇⽤関係にあることが必要
恒常的な雇⽤関係︓監理技術者資格者証交付年⽉⽇若しくは変更履歴

または健康保険被保険者証の交付年⽉⽇により確認できること



建設キャリアアップシステム
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Ⅲ．登録後の措置

技能者IDの通知
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Ⅲ．登録後の措置

キャリアアップカードの受領
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71FAQ（よくあるご質問）

Ⅲ．登録後の措置


